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Var.R7.11 

対象品目（テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン、洗濯機・衣類乾燥機） 
 家電リサイクル法の対象品を買い替えまたは廃棄する場合には、【リサイクル料金】+【収集

運搬料金】を支払って「お店」又は「指定引取所」に引き取ってもらいます。なお、【収集運

搬料金】はお店（家電販売店）によって異なります。 

対象品は「買い替えたお店」や「過去に購入したお店」には引き取り義務がありますが、買

い替えではなく廃棄だけの場合に、購入したお店が分からない時は引取り義務外品になりま

す。引取り義務外品を廃棄する場合や購入したお店が遠方にある場合は、まずは各町の「指定

店」または「付き合いのある店」に“引き取ってもらえるか”相談してみてください。また、直接

「指定取引所」または「西臼杵衛生センター」に持ち込む方法もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【排出者】リサイクル対象品 

買い替える場合 廃棄する場合 

買い替えたお店に引

取ってもらう場合 

 

【リサイクル料金】 

＋ 

【収集運搬料金】 

を支払う 

過去に購入したお店

に引き取ってもらう

場合 

【リサイクル料金】 

＋ 

【収集運搬料金】 

を支払う 

「指定店」に相談さ

れる場合は(表１)を

参照ください。 

「指定取引所」また

は「西臼杵衛生ｾﾝﾀ

ｰ」に持ち込まれる場

合は(表２)を参照く

ださい。 

（表１） 指定店 

高千穂町 

・でんかプラザミタイ ☎0982-72-4175 高千穂町大字三田井105番地3 

日之影町 

・三富士産業（有）   ☎0982-87-2256 日之影町大字七折3437番地 

・（有）山口ラジオ店 ☎0982-87-2511 日之影町大字岩井川3381番地1 

・（有）小林電器商会 ☎0982-87-2208 日之影町大字岩井川3390番地3 

五ケ瀬町 

・エディオン山都店    ☎ 0967-83-1755 熊本県上益城郡山都町馬見原794番地8 

＊料金は事前にお店に確認してください。 

引き取り義務外品 
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（表2） 

自ら「指定引取所」または「西臼杵衛生ｾﾝﾀｰ」に持ち込む場合は、「家電リサイクル

券」が必要になります。リサイクル券は「郵便局」に備えてあります。廃棄する家電のﾒｰ

ｶｰ・大きさなどをリサイクル料金一覧表で確認し、リサイクル券に必要事項を記入して

郵便局で【リサイクル料金】を支払い、リサイクル券を受け取り、指定引取所または西臼

杵衛生センターへ廃棄する家電と一緒に持ち込んでください。 

ただし、西臼杵衛生センターに持ち込む場合は、別途搬送料金が発生します。 

持ち込む場合には、事前に必ず引取所または西臼杵衛生センターに連絡をしてください。 

 

【指定引取所】 

「延岡ダイキュー運輸(株)」 延岡市土々呂町6－2923，久留米運送（株）内 

☎0982-37-6431 ，ﾌｧｯｸｽ0982-37-6432  

 

【西臼杵衛生ｾﾝﾀｰ】  西臼杵郡大字日之影町大字七折13825 

☎0982-72-2791 ，ﾌｧｯｸｽ0982-72-7005 

 

＊家電リサイクル券についての問い合わせ 

一般財団法人家電製品協会家電リサイクル券センター ☎0120-319640 
受付時間 午前 9：00～午後 6：00（日・祝日休み） 
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※1指定店に引き取ってもらう場合 

廃棄の場合又は 
引き取り義務外品※2 

   ※2 自ら指定引き取り所又は西臼杵
衛生センターに持ち込む場合 

① 家電製品購入 

③ リサイクル券の写しの交付 

① リサイクル料金支払い 

西

臼

杵

衛

生

セ

ン

タ

䤀 

自ら運搬して指定引き取り所に 
持ち込む ③ 

③ 
自ら西臼杵衛生センターに 
持ち込む 

④ 西臼杵衛生センターに 
搬送料金（手数料条例） 
を支払う 

過
去
に
購
入
し
た
お
店 

又

は

指

定

店 

廃棄の場合又は 
引き取り義務外品※1 

 

リサイクル料金支払い 
（別途収集運搬料金） 

対象品引渡し 

②  

①  お店に問あわせ 

⑤ 西臼杵衛生センターから 
持ち込む 

リサイクル料金支払い 
（収集運搬料金） 

対象品引渡し 

② 

③ リサイクル券の写しの交付 

リサイクル券の発行 
振替振込請求書兼受領書 
振替振込受付証明書 

② 

⑥リサイクル券引取り件の交付 
⑦リサイクル券の写しの交付 


